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給与を下げると税・社会保険料負担減

給与を100万円から50万円に引き下げると・・・

税と会社負担分を
含む社会保険料は
大幅に減少します。給与月100万円 給与月50万円

手取額

473万円

引き下げ

保険料

637万円
手取額

881万円

430万円
200万円

人件費負担を変えずに保険料の捻出

ういたお金で
生命保険による
退職金積立
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